
ホゴノプロフィス 会則  

（名 称） 

第１条 本会は、「ホゴノプロフィス」（欧文名 HogonoProffiCe）と称す。 

 

（目 的） 

第２条 本会は、非営利活動に係る地域貢献事業として、アートやパフォーマンスの健全な普

及と振興を通じて総合芸術の発展に寄与すること、並びにアーティストの相互交流に

より、世代や国境を越えてのコミュニケーションネットワーク構築を目的とする。 

  

（事 業） 

第３条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）写真展・アートイベントの企画運営 

（２）ジャグリングイベントの企画運営 

（３）アーティストの養成とコミュニケーションネットワークの構築 

（４）地域イベント等へのジャグリングパフォーマンス出演ならびに派遣 

（５）ちらし・パンフレット、キャラクター等の企画デザイン 

（６）映像作品製作・上映会の企画運営 

（７）その他、運営に必要と認める活動 

 

（事務所） 

第４条 本会は、仙台市青葉区に本部を置き、必要に応じて支部を置く。 

 

（組 織） 

第５条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する個人をもって組織する。 

 

（役 員） 

第６条 本会の役員は、代表１名、その他の役員をもって構成する。 

 

第７条 本会に顧問および相談役を置くことができる。 

 

（会 計） 

第８条 本会の運営は、会費・寄付金をもってまかなう。 

 

第９条 本会の会計年度は、１月１日から同年１２月３１日までとする。 

 

付 則 

1. 本会則は、平成 16 年 1 月 1 日より実施する。 

2. 平成 18 年 4 月 1 日一部改正。 

3. 平成 22 年 6 月 1 日一部改正。 


